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○変更契約報告（10月分）

笠岡東中学校倉庫，自転車置場設置工事

笠岡市土地利用制限見直し検討業務

旧今井小学校利活用に伴う改修工事実施設計業務 

篠坂PAスマートIC詳細設計業務

市道金崎浜田線電線共同溝工事 



1 工 事 名

2 工 事 位 置 笠岡市 西大島新田 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 内 容 （ 概 要 ）

6 当 初 の 契 約 金 額 \8,250,000

7 変更後の契約金額 \8,547,000

8 当 初 の 期 間 令和6年7月26日 ～ 令和6年10月31日

9 変 更 後 の 期 間 ― ～ ―

10 変 更 理 由

変更契約報告書

笠岡東中学校倉庫，自転車置場設置工事 

伊藤建設（株）

岡山県笠岡市一番町５番地の６

建築工事　一式

自転車置場の雨水排水を直近の側溝に取るようにしたため，金額の変更を行
うものである。



1 業 務 名

2 業 務 位 置 笠岡市 全域 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 内 容 （ 概 要 ）

6 当 初 の 契 約 金 額 \4,180,000

7 変更後の契約金額 ―

8 当 初 の 期 間 令和5年5月30日 ～ 令和6年3月22日

① 変 更 後 の 期 間 令和5年5月30日 ～ 令和6年10月31日

② 変 更 後 の 期 間 令和5年5月30日 ～ 令和7年3月31日

10 変 更 理 由

　

変更契約報告書

笠岡市土地利用制限見直し検討業務 

（株）ウエスコ岡山支社 

岡山県岡山市北区島田本町２丁目５番３５号

　計画準備　　　　　　　　　　　　　一式　変更案の作成　　　　一式
　土地利用制限見直しの考え方の整理　一式　不適格建築物の調査　一式
　土地利用制限見直し地区の抽出　　　一式  打合せ協議　　　　　一式
　見直し検討箇所カルテの作成　　　　一式
　関係機関調整資料作成　　　　　　　一式

　関係機関との協議及び土地利用に関する検討に不測の日数を要するため，
業務期間を延期するものである。
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1 業 務 名

2 業 務 位 置 笠岡市 今立 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 内 容 （ 概 要 ）

6 当 初 の 契 約 金 額 \6,545,000

7 変更後の契約金額 \6,622,000

8 当 初 の 期 間 令和6年4月24日 ～ 令和6年10月31日

9 変 更 後 の 期 間 令和6年4月24日 ～ 令和6年11月29日

10 変 更 理 由

　

変更契約報告書

旧今井小学校利活用に伴う改修工事実施設計業務 

（株）阿波設計事務所岡山支店

岡山県岡山市北区柳町２丁目６－２５

改修工事実施設計業務　一式　

・地元まちづくり協議会及び公民館の要望整理に時間を要したため
・当初計画していたアスベスト含有調査において，追加調査が必要となる建材
が発覚したため
上記理由により，金額及び業務期間の延長をするものである。



1 業 務 名

2 業 務 位 置 笠岡市 篠坂 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 内 容 （ 概 要 ）

6 当 初 の 契 約 金 額 \6,039,000

7 変更後の契約金額 ―

8 当 初 の 期 間 令和6年6月14日 ～ 令和6年8月30日

① 変 更 後 の 期 間 令和6年6月14日 ～ 令和6年10月31日

② 変 更 後 の 期 間 令和6年6月14日 ～ 令和6年12月27日

10 変 更 理 由

　

変更契約報告書

篠坂PAスマートIC詳細設計業務

倉測建設コンサルタント（株）笠岡営業所

岡山県笠岡市二番町３－２３

設計業務
　打合せ　　　　　　　　 1式
　道路詳細設計（A）　　　L=0.38㎞
　集水桝設計             N=5箇所

　側道及び付替道路幅員の見直しにおいての地元協議に不測の日数を要した
ため，業務期間の延長をするものである。
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1 工 事 名

2 工 事 位 置 笠岡市 中央町 地内

3 契 約 者

4 契 約 者 の 住 所

5 内 容 （ 概 要 ）

6 当 初 の 契 約 金 額 \34,408,000

7 変更後の契約金額 ―

8 当 初 の 期 間 令和6年9月9日 ～ 令和7年1月17日

9 変 更 後 の 期 間 令和6年9月9日 ～ 令和7年3月31日

10 変 更 理 由

変更契約報告書

市道金崎浜田線電線共同溝工事 

理研技工（株）

岡山県笠岡市東大戸７４３番地

電線共同溝工事
　特殊桝　N=1基
　管路工　L=76.0m

資材の不足により材料の生産に不測の日数を要する。
電柱の移設時期が冬季に制限されるため工程に遅れが生じる。
上記理由により工期の変更をするものである。


